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建築物の耐震改修の促進に関する法律事務取扱要綱 
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第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。

以下「法」という。）の施行に関し、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令（平

成７年政令第４２９号。以下「政令」という。）、建築物の耐震改修の促進に関する法

律施行規則（平成７年建設省令第２８号。以下「省令」という。）及び建築物の耐震改

修の促進に関する法律施行細則（平成２５年高砂市規則第３６号。以下「規則」という。）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

 (１) 要緊急安全確認大規模建築物 法附則第３条第１項に規定する要緊急安全確認大

規模建築物をいう。 

(２) 要安全確認計画記載建築物 法第７条に規定する要安全確認計画記載建築物及び

要安全確認計画記載建築物として位置付けられることが確実な建築物をいう。 

(３) 技術指針事項 法第１２条第１項に規定する技術指針事項をいう。 

(４) 耐震診断 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針（平

成１８年国土交通省告示第１８４号。以下「基本方針」という。）別添第１の方法

により、地震に対する安全性を評価することをいう。 

 (５) 耐震改修 基本方針別添第２の方法により、地震に対する安全性の向上を目的と

して、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることを

いう。 

(６) 建築物耐震評価者 規則第２条に規定する建築物耐震評価者として、次に掲げる

ものをいう。 

  ア 公益財団法人兵庫県住宅建築総合センター 

  イ 既存建築物耐震診断・改修等推進全国ネットワーク委員会に参加する団体のうち
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当該委員会に登録された耐震判定委員会（耐震診断の結果及び耐震改修計画に関

する判定、評価等を行う委員会をいう。）を設置しているもの 

   ウ 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２０条第１号の認定に係る性能評価

を行う者として、国土交通省が指定する団体 

  エ 建築物の地震に対する安全性に関する評価を行う技術的能力について、イの団体

と同等以上の能力を有すると市長が認めるもの 

(７) 建築物状況確認資格者 建築士法（昭和２５年法律第２０２号）第３条第１項、

第３条の２第１項、第３条の３第１項に規定する建築物又は同法第３条の２第３項

（同法第３条の３第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく条例に規

定する建築物の地震に対する安全性が、耐震診断の実施以後も変わっていないこと

を確認する者をいい、それぞれ当該各条に規定する建築士（耐震診断に関し罪を犯

して罰金以上の刑に処せられた者及び同法第１０条第１項各号に該当し、同項の規

定により一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の業務の停止を命ぜられ、

又は免許を取り消された者以外の者に限る。）をいう。 

(８) 建築確認等 建築基準法第６条第１項の規定による確認又は同法第１８条第２項

の規定による通知をいう。 

(９) 新耐震基準 建築基準法施行令の一部を改正する政令（昭和５５年政令第１９６

号）によって定められた耐震基準として、昭和５６年６月１日以後の建築確認等に

おいて適用されている基準をいう。 

(10) 耐震関係規定 地震に対する安全性に係る建築基準法又はこれに基づく命令若

しくは条例の規定をいう。 

 

第２章 耐震診断結果の報告 

（事前協議） 

第３条 法第７条又は法附則第３条第１項の規定に基づく建築物の耐震診断の結果の報告

（以下「耐震診断結果の報告」という。）を行おうとする者（以下「報告者」という。）

は、当該報告に係る建築物の状況等について、あらかじめ、市長に協議できるものとす

る。 

２ 前項の規定による協議は、耐震診断結果の報告事前協議書（様式第１号）に次に掲げ

る図書及び書類を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。 

 (１) 添付図書等一覧表（耐震診断結果の報告）（様式第２号） 

 (２) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び各階

平面図 

 (３) 外観写真 

 (４) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、前項の規定によ

る協議に係る建築物に対して交付された全ての確認済証の写し及びそれに係る同法
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第７条第５項又は同法第１８条第１６項に規定する検査済証の写し 

３ 規則の施行前に耐震診断又は耐震改修に着手した建築物について、第１項の規定によ

る協議を受けようとする者は、前項の図書及び書類に加え、規則の施行前に当該耐震診

断又は耐震改修に着手したことが確認できる書類を提出するものとする。 

 （耐震診断の結果を証する書類） 

第４条 規則第２条に規定する耐震診断の結果を証する書類は、次に掲げるものとする。

ただし、建築物耐震評価者の評価の必要がない小規模な建築物として市長が認める建築

物については、この限りでない。 

(１) 耐震診断の評価書（建築物耐震評価者が技術指針事項に適合した耐震診断である

と評価したことを証する書類をいう。以下同じ。）の写し 

(２) 前号の耐震診断（次項の耐震改修、第３項の増築等及び第４項の新築の工事を含

む。）を実施した建築物に関する建築物状況確認書（建築物状況確認資格者が耐震

診断結果の報告を行う建築物の地震に対する安全性について、耐震診断の実施以後

も変わっていないことを確認した書類をいう。以下同じ。）（様式第３号） 

２ 耐震診断結果の報告を行う前に、当該報告を行おうとする建築物の耐震改修の工事を

行った部分にあっては、次に掲げる書類をもって前項第１号の書類とすることができる。 

(１) 当該耐震改修を行った部分に関する耐震改修の計画の評価書（建築物耐震評価者

が技術指針事項に適合した耐震改修の計画（省令第５条第１項各号のいずれかに掲

げる者が策定したものに限る。以下同じ。）であると評価したことを証する書類を

いう。以下同じ。）の写し 

(２) 前号の耐震改修を行った部分に関する工事実施確認書（耐震診断結果の報告）（耐

震改修の計画どおりに工事が行われたことを確認した書類（当該工事部分について

建築物状況確認資格者と同等の資格を有する者が確認したものに限る。）をいう。

以下同じ。）（様式第４号） 

３ 耐震診断結果の報告を行おうとする建築物のうち、昭和５６年６月１日以後に増築、

改築、大規模の修繕又は大規模の模様替（以下「増築等」という。）の工事に着手した

部分（平成１７年６月１日以後に増築等の工事（政令第３条各号に掲げるものを除く。）

に着手したもののうち、建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３７条の

１４第１号に規定する建築物の部分（以下この項において「独立部分」という。）が２

以上ある建築物である場合は、当該増築等をする独立部分を含む。第３１条第３項にお

いて同じ。）にあっては、当該増築等の工事に係る確認済証等の写し及びこれに係る検

査済証等の写しをもって第１項第１号の書類とすることができる。 

４ 時刻歴応答計算（建築基準法第２０条第１項に規定する国土交通大臣の認定を受けた

計算方法をいう。以下同じ。）により検証し、その構造方法について建築基準法の一部

を改正する法律（平成１０年法律第１００号）による改正前の建築基準法（以下「旧建

築基準法」という。）第３８条の規定に基づく建設大臣の認定を受けて建築された建築
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物（以下「時刻歴応答計算検証建築物」という。）にあっては、同条の規定による認定

書の写し並びに当該認定を受けた建築計画に係る確認済証等の写し及びこれに係る検査

済証の写しをもって第１項第１号の書類とすることができる。 

（耐震診断結果の報告に係る図書及び書類） 

第５条 耐震診断結果の報告は、省令別記第１号様式又は別記第２１号様式の正本及び副

本に、それぞれ次の表に掲げる図書及び書類を添えて行わなければならない。 

共通 

 

(１) 第３条第２項各号に掲げる図書及び書類 

(２) 建築物状況確認書（様式第３号） 

(３) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

(４) その他市長が必要と認めるもの 

区分 耐震診断を行った部分 耐震改修を行った部分 
新耐震基準に 

適合する部分 

選択 

 

 

(１) 耐震診断結果表

（耐震診断結果の報告）

（様式第５号） 

(２) 耐震診断の評価書

の写し 

(３) 耐震診断の実施者

の資格が確認できる

書類 

(４) 耐震診断の実施者

が省令第５条第１項

第１号に規定する登

録資格者講習を修了

したことを確認でき

る書類 

 

(１) 耐震診断結果表

（耐震診断結果の報告）

（様式第５号） 

(２) 耐震改修の計画の

評価書の写し 

(３) 耐震改修の計画の

策定者の資格が確認

できる書類 

(４) 耐震改修の計画の

策定者が省令第５条

第１項第１号に規定

する登録資格者講習

を修了したことを確

認できる書類 

(５) 工事実施確認書

（様式第４号） 

(６) 第４条第２項の耐

震改修の工事の実施

を確認した者の資格

が確認できる書類 

 第４条第３項に規定す

る確認済証等の写し及び

検査済証等の写し 

 

２ 規則の施行前に耐震診断結果の報告に係る建築物の耐震診断又は耐震改修に着手して

いる者にあっては、次の表に掲げる図書及び書類をもって前項に掲げる図書及び書類に

代えることができる。 

共通 (１) 第３条第２項各号に掲げる図書及び書類 
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 (２) 規則の施行前に当該耐震診断又は耐震改修に着手したことが確認できる

書類 

(３) 建築物状況確認書（様式第３号） 

(４) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

(５) 前条第２項に規定する構造計算書等（市長が必要と認める場合に限る。） 

区分 耐震診断を行った部分 耐震改修を行った部分 

選択 

(１) 耐震診断結果表（耐震診断結

果の報告）（様式第５号） 

(２) 建築物状況確認資格者と同

等の資格を有する者が当該耐

震診断又は耐震改修の計画が

技術指針事項に適合したもの

であると確認したことを証す

る書類（以下「耐震診断結果確

認書」という。）（様式第６号） 

(３) 耐震診断が技術指針事項に

適合したものであると確認し

た者の資格が確認できる書類 

(１) 耐震診断結果表（耐震診断結果の報

告）（様式第５号） 

(２) 耐震診断結果確認書（様式第６号） 

(３) 耐震改修の計画が技術指針事項に

適合したものであると確認した者の

資格が確認できる書類 

(４) 工事実施確認書（耐震診断結果の報

告）（様式第４号） 

(５) 第４条第２項の耐震改修の工事の

実施を確認した者の資格が確認でき

る書類 

（報告に係る追加説明） 

第６条 市長は、前条の規定に基づき提出される図書及び書類による耐震診断結果の報告

が技術指針事項に適合していることを判断できない場合は、報告者に追加の説明を求め

ることができる。 

  (結果報告の期限) 

第７条 耐震診断結果の報告は、要緊急安全確認大規模建築物にあっては平成２７年１２

月３１日までに行わなければならない。 

  (耐震診断結果の公表) 

第８条 法附則第３条第３項において準用する法第９条の規定による公表は、次に掲げる

事項をインターネット等に掲載することにより行うものとする。 

 (１) 要緊急安全確認大規模建築物の名称、位置及び用途 

 (２) 次の表の左欄に掲げる耐震診断の区分に応じ同表の右欄に掲げる耐震診断の結果

に関する事項 

耐震診断の区分 耐震診断の結果に関する事項 

基本方針別添第１ただし書に規定する

方法によって行う耐震診断 

 

耐震診断の方法の名称及び当該耐震診断に

よる構造耐力上主要な部分の地震に対する

安全性の評価結果に関する事項 

基本方針別添第１第１号の規定によ 基本方針別添第１第１号イに規定するＩｗ
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り、基本方針別添第１に規定する木造

の建築物等について行う耐震診断 

及び当該Ｉｗに応じて基本方針別表第１の

下欄に定める構造耐力上主要な部分の地震

に対する安全性に関する事項 

基本方針別添第１第２号の規定によ

り、基本方針別添第１に規定する鉄骨

造、鉄筋コンクリート造等の建築物等

について行う耐震診断に関する事項 

基本方針別添第１第２号イに規定するＩｓ

及びｑ並びに当該Ｉｓ及びｑに応じて基本

方針別表第６の下欄に定める構造耐力上主

要な部分の地震に対する安全性に関する事

項 

 (３) 省令附則第３条において読み替えて準用する省令第５条第３項に規定する報告書

（省令別記第２１号様式）に耐震改修、建替え又は除却の予定が記載された場合に

あっては、その内容及び実施時期 

  (公表内容の更新) 

第９条 市長は、前条に規定する公表の内容を最新の状況に更新するよう努めるものとす

る。 

２ 報告者は、耐震診断結果の報告の内容に変更が生じた場合は、速やかに市長にその内

容について報告しなければならない。 

３ 市長は、第１項の規定による更新を行うために必要な事項について、報告者に最新の

状況を報告させることができるものとする。 

４ 前２項の規定により報告を行う者は、耐震診断結果変更報告書（様式第７号）に第３

条に規定する図書及び書類のうち変更に係るものを添えて、これらを市長に提出するも

のとする。 

第３章 耐震改修の計画の認定 

  (事前協議) 

第１０条 法第１７条第１項の規定に基づく建築物の耐震改修の計画の認定に係る申請を

行おうとする者（以下この章において「計画認定申請者」という。）は、当該申請に係

る建築物の耐震改修の計画の内容等について、あらかじめ、市長に協議できるものとす

る。 

２ 前項の規定による協議は、耐震改修の計画の認定事前協議書（様式第８号）に次に掲

げる図書及び書類を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。 

 (１) 添付図書等一覧表（耐震改修の計画の認定）（様式第９号） 

(２) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置図、各階平

面図 

 (３) 外観写真 

 (４) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、前項の規定によ

る協議に係る建築物に対して交付された全ての確認済証の写し及びそれに係る検査

済証の写し 
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 (５) 法第１７条第３項第３号から第６号までに掲げる基準に適合するものとして同項

に規定する計画の認定を受けようとする場合にあっては、省令の別記第７号様式か

ら別記第１０号様式までの正本及び副本に、それぞれ省令第２８条第７項に規定す

る図書及び書類を添えたもの 

 (６) その他市長が必要と認める図書又は書類 

  (認定の申請に係る添付書類) 

第１１条 建築物の耐震改修の計画の認定の申請に係る添付書類として、規則第３条に規

定する国土交通大臣が定める基準に適合していることを証する書類は、法第１７条第３

項の認定を受けようとする建築物の耐震改修の計画の評価書の写しとする。 

（認定の申請に係る図書及び書類） 

第１２条 耐震関係規定に適合するものとして法第１７条第３項の認定を受けようとする

者は、省令別記第５号様式による申請書の正本及び副本（当該認定を受けようとする建

築物の耐震改修の計画が建築確認等を要する場合にあっては、副本２通）に、それぞれ

次に掲げる図書及び書類を添えて、これらを市長に提出するものとする。 

(１) 省令第２８条第１項の表の（い）項及び（ろ）項に掲げる図書 

(２) 第１０条第２項各号に掲げる図書及び書類 

２ 地震に対する安全上これに準ずるものとして国土交通大臣が定める基準に適合するも

のとして法第１７条第３項の認定を受けようとする者は、木造の建築物又は木造と木造

以外の構造とを併用する建築物にあっては省令別記第５号様式による申請書の正本及び

副本並びに省令別記第６号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築

物にあっては省令別記第５号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる

書類及び図書を添えて、これらを市長に提出するものとする。 

(１) 前条に規定する評価書の写し 

(２) 第１０条第２項各号に掲げる図書及び書類 

３ 法第１７条第１０項の規定により確認済証の交付があったものとみなされるものとし

て同条第３項の認定を受けようとする者は、第１項又は前項の申請書の正本及び副本に、

建築基準法第６条第１項の規定による確認の申請書又は同法第１８条第２項の規定によ

る通知に要する通知書を添えて、市長に提出するものとする。 

４ 前３項に規定する図書は、併せて作成することができる。 

５ 高さが６０メートルを超える建築物に係る法第１７条第３項の認定の申請書にあって

は、省令第２８条第１項の表の（ろ）項の規定にかかわらず、同項の構造計算書を添え

ることを要せず、建築基準法第２０条第１号の認定に係る認定書の写しを添えるものと

する。 

６ 省令第２８条第３項の認定の申請書にあっては、建築基準法第２０条第１号の認定に

係る認定書の写しを添えた場合には、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０

号）第１条の３第１項の表一の（は）項及び同項の表三の（ろ）欄に掲げる構造計算書
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を添えることを要しない。 

（認定の申請の時期） 

第１３条 法第１７条第１項の規定による認定の申請は、当該申請に係る工事の着手前に

行わなければならない。 

（認定の申請に係る追加説明） 

第１４条 市長又は建築主事は、第１２条の規定に基づき提出される図書及び書類によっ

て、法第１７条第３項の認定を受けようとする耐震改修の計画が同項に規定する認定の

基準に適合していることを判断できない場合にあっては、計画認定申請者に追加の説明

を求めることができる。 

（標準処理期間） 

第１５条 法第１７条第３項の認定に係る審査の標準的な処理期間は、次に掲げる期間と

する。ただし、前条の規定により追加の説明を求め、回答があるまでの日数は、当該処

理期間に含まないものとする。 

(１) 認定の申請を受理した日から１４日以内の期間 

(２) 認定の申請を行おうとする耐震改修の計画が建築確認等を要する場合においては、

前号の期間に、建築基準法第６条第１項第４号に掲げる建築物のときにあっては７

日を、それ以外の建築物のときにあっては３５日を加えた期間 

（認定の申請の取下げ） 

第１６条 計画認定申請者は、法第１７条第３項の認定を受ける前に当該認定の申請を取

り下げようとするときは、認定申請取下げ届（様式第１０号）を市長に提出するものと

する。 

（計画の認定をしない旨の通知） 

第１７条 市長は、法第１７条第３項の認定をしないことを決定したときは、認定をしな

い旨の通知書（様式第１１号）により、計画認定申請者に通知するものとする。 

（計画の変更） 

第１８条 第１０条から前条までの規定は、法第１８条の規定による計画の変更の認定に

ついて準用する。この場合において、第１０条第２項中「耐震改修の計画の認定事前協

議書（様式第８号）」とあるのは「計画変更事前協議書（様式第１２号）」と、第１２

条中「省令別記第５号様式」とあるのは「計画変更認定申請書（様式第１３号）」と読

み替えるものとする。 

２ 市長は、法第１８条第２項において準用する法第１７条第３項の規定により計画の変

更の認定をしたときは、速やかに、その旨を計画認定申請者に通知するものとする。 

３ 前項の通知は、計画変更認定通知書（様式第１４号）に計画変更認定申請書の副本を

添えて行うものとする。 

（計画の軽微な変更） 

第１９条 法第１７条第３項の認定を受けた者（以下この章において「認定事業者」とい
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う。）は、法第１８条第１項の軽微な変更を行うときは、速やかに、計画の軽微な変更

届（様式第１５号）を市長に提出しなければならない。 

（計画認定建築物に係る報告の徴収） 

第２０条 認定事業者は、法第１９条の規定により同条に規定する計画認定建築物（以下

この章において「計画認定建築物」という。）の耐震改修の状況について報告を求めら

れたときは、計画認定建築物状況報告書（様式第１６号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（改善命令） 

第２１条 法第２０条の規定による改善命令は、改善命令書（様式第１７号）により行う

ものとする。 

（計画の認定の取消し） 

第２２条 法第２１条の規定による認定の取消しは、計画認定取消通知書（様式第１８号）

により行うものとする。 

（計画の認定に係る工事の取りやめ） 

第２３条 認定事業者は、法第１７条第３項の認定を受けた計画に係る工事を取りやめよ

うとするときは、工事取りやめ届（様式第１９号）を市長に提出しなければならない。 

 （名義の変更） 

第２４条 認定事業者は、計画認定建築物の名義を変更しようとするときは、名義変更報

告書（様式第２０号）により市長に報告するものとする。 

（工事完了の報告） 

第２５条 認定事業者は、計画認定建築物の計画に係る工事が完了したときは、速やかに、

その旨を市長に報告するものとする。 

２ 前項の規定による報告は、工事完了報告書（様式第２１号）に次に掲げる書類を添え

て行うものとする。 

(１) 耐震改修の工事の作業状況及び完成状況がわかる写真 

(２) 建築確認等を要する場合にあっては、計画認定建築物に係る建築基準法第７条第

５項又は同法第１８条第１６項に規定する検査済証の写し 

（現地調査等） 

第２６条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、認定事業者が法第１７

条第３項の認定を受けた計画に従った耐震改修を行っているか確認する必要があると認

めるときは、現地調査その他の必要な措置をとることができる。 

（認定等の証明） 

第２７条 計画認定建築物であることの証明を受けようとする者は、計画認定建築物証明

願（様式第２２号）の正本及び副本を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の証明願が提出されたときは、証明を求められた内容が台帳の記載事項

と相違ないことを確認した上で、証明するものとする。 
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第４章 建築物の地震に対する安全性に係る認定 

  (事前協議) 

第２８条 法第２２条第１項の規定に基づく建築物の地震に対する安全性に係る認定の申

請（以下「安全性認定の申請」という。）を行おうとする者（以下この章において「安

全性認定申請者」という。）は、当該申請に係る建築物の状況等について、あらかじめ、

市長に協議できるものとする。 

２ 前項の規定による協議は、地震に対する安全性に係る認定事前協議書（様式第２３号）

に次に掲げる図書及び書類を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。 

 (１) 添付図書等一覧表（地震に対する安全性に係る認定）（様式第２４号） 

 (２) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び各階

平面図 

 (３) 外観写真 

 (４) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、前項の規定によ

る協議に係る建築物に対して交付された全ての確認済証の写し及びそれに係る検査

済証の写し。ただし、省令第３３条第１項第１号に規定する図書を添えて安全性の

認定の申請を行う場合は、この限りでない。 

（確認済証等） 

第２９条 規則第４条第１項に規定する法令の規定により当該確認済証の交付があったも

のとみなされる場合におけるその旨を証する書類は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 

(１) 法第１７条第３項の規定に基づく認定に係る通知書 

(２) 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第４９号）

第５条第１項の規定に基づく認定に係る通知書 

(３) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法律第９１

号）第１７条第３項の規定に基づく認定に係る通知書 

(４) 長期優良住宅の普及の促進に関する法律（平成２０年法律第８７号）第６条第１

項の規定に基づく認定に係る通知書 

(５) 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第１０条第１項

の規定に基づく認定に係る通知書 

２ 規則第４条第１項に規定する確認済証等の写し又は前項に掲げる書類の写しの提出が

できない場合は、当該書類が交付されたことを確認できる書類（確認済証等で確認すべ

き事項として市長が必要と認める事項が記載されたものに限る。）の写しをもって代え

ることができる。 

（安全性認定の申請に係る添付書類） 

第３０条 安全性認定の申請に係る添付書類として、規則第４条第２項に規定する国土交
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通大臣が定める基準に適合していることを証する書類は、次に掲げるものとする。ただ

し、建築物耐震評価者の評価の必要がない小規模な建築物として市長が認める建築物に

ついては、この限りでない。 

(１) 法第２２条第２項の認定（以下この章において「基準適合認定」という。）を受

けようとする建築物に係る耐震診断の評価書の写し 

(２) 前号の建築物に関する建築物状況確認書（様式第２５号） 

２ 省令第３３条第２項第１号の図書を添えて安全性認定の申請を行う前に、当該申請を

行おうとする建築物について耐震改修を行った部分がある場合においては、当該部分に

関しては、次に掲げる書類をもって前項第１号の書類とすることができる。 

(１) 当該耐震改修を行った部分に関する耐震改修の計画の評価書の写し 

(２) 前号の耐震改修を行った部分に関する工事実施確認書（基準適合認定）（様式第

２６号） 

３ 基準適合認定を受けようとする建築物のうち、昭和５６年６月１日以後に増築等の工

事に着手した部分がある場合においては、当該部分に関して、当該増築等の工事に係る

確認済証等の写し及びこれに係る検査済証等の写しをもって第１項第１号の書類とする

ことができる。 

４ 時刻歴応答計算検証建築物にあっては、旧建築基準法第３８条の規定による認定書の

写しをもって第１項第１号の書類とすることができる。 

５ 兵庫県が実施するひょうご住まいの耐震化促進事業（住宅耐震改修工事費補助）の補

助金の交付を受けて耐震改修の工事を行った建築物（県土整備部補助金交付要綱別表に

定める部分型耐震化工事を行ったものを除く。）にあっては、当該補助金の交付があっ

たことを確認できる書類をもって第１項第１号の書類とすることができる。 

（安全性認定の申請に係る図書及び書類） 

第３１条 耐震関係規定に適合するものとして基準適合認定を受けようとする者は、省令

別記第１２号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書及び書類を

添えて、これらを市長に提出するものとする。 

(１) 添付図書等一覧表（建築物の地震に対する安全性に係る認定）（様式第２４号） 

(２) 外観写真 

(３) 建築物状況確認書（様式第２５号） 

(４) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

(５) 規則第４条第１項に規定する確認済証等 

(６) 省令第２８条第１項の表の（ろ）項及び省令第３３条第１項の表に掲げる図書又

は省令第３３条第１項第２号に規定する国土交通大臣が定める書類として定められ

た検査済証の写し及びこれに係る確認済証の写し並びに省令第３３条第１項第１号

に規定する図書のうち付近見取図、配置図及び各階平面図のいずれかの図書 

２ 省令第３３条第２項第１号に掲げる方法により、地震に対する安全上これに準ずるも
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のとして国土交通大臣が定める基準に適合するものとして基準適合認定を受けようとす

る者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構造とを併用する建築物にあっては省令別

記第１３号様式による申請書の正本及び副本並びに省令別記第６号様式による正本及び

副本に、木造の構造部分を有しない建築物にあっては省令別記第１３号様式による申請

書の正本及び副本に、それぞれ次の表に掲げる図書及び書類を添えて、これらを市長に

提出するものとする。 

共通 

 

(１) 第２８条第２項各号に定める図書及び書類 

(２) 建築物状況確認書（様式第２５号） 

(３) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

区分 耐震診断を行った部分 耐震改修を行った部分 
新耐震基準に適合する部

分 

選択 

 

 

(１) 耐震診断結果表

（基準適合認定）（様式

第２７号） 

(２) 前条第１項第１号

に規定する評価書の

写し 

(３) 耐震診断の実施者

の資格が確認できる

書類 

(４) 耐震診断の実施者

が省令第５条第１項

第１号に規定する登

録資格者講習を修了

したことを確認でき

る書類 

(１) 耐震診断結果表

（基準適合認定）（様式

第２７号） 

(２) 前条第２項各号に

規定に規定する評価

書の写し及び工事実

施確認書（基準適合

認定）（様式第２６

号）又は同条第５項

に規定する書類 

(３) 耐震改修の計画の

策定者の資格が確認

できる書類 

(４) 耐震改修の計画の

策定者が省令第５条

第１項第１号に規定

する登録資格者講習

を修了したことを確

認できる書類 

(５) 前条第２項の耐震

改修の工事の実施を

確認した者の資格が

確認できる書類 

前条第３項に規定す

る書類 

 

３ 省令第３３条第２項第２号に掲げる方法により、地震に対する安全上これに準ずるも

のとして国土交通大臣が定める基準に適合するものとして基準適合認定を受けようとす
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る者は、省令別記第１２号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次の各号に掲

げる図書及び書類を添えて、これらを市長に提出するものとする。 

(１) 添付図書一覧表（建築物の地震に対する安全性に係る認定）（様式第２４号） 

(２) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び各階

平面図 

(３) 省令第３３条第２項第２号に規定する国土交通大臣が定める書類として定められ

た検査済証の写し及びこれに係る確認済証の写し 

(４) 建築物状況確認書（様式第２５号） 

(５) 建築物状況確認資格者の資格が確認できる書類 

（安全性認定の申請に係る追加説明） 

第３２条 市長は、前条の規定に基づき提出される図書及び書類によって、基準適合認定

を受けようとする建築物が耐震関係規定又は法第２２条第２項の基準に適合しているこ

とを判断できない場合にあっては、安全性認定申請者に追加の説明を求めることができ

る。 

（標準処理期間） 

第３３条 基準適合認定に係る審査の標準的な処理期間は、認定の申請を受理した日から

１４日以内の期間とする。ただし、前条の規定により追加の説明を求め、回答があるま

での日数は、当該処理期間に含まないものとする。 

（認定の申請の取下げ） 

第３４条 安全性認定申請者は、基準適合認定を受ける前に当該認定の申請を取り下げよ

うとする場合は、基準適合認定申請取下げ届（様式第２８号）を市長に提出するものと

する。 

（基準適合認定をしない旨の通知） 

第３５条 市長は、基準適合認定をしないことを決定したときは、基準適合認定をしない

旨の通知書（様式第２９号）により、安全性認定申請者に通知するものとする。 

（基準適合認定建築物に係る報告の徴収） 

第３６条 基準適合認定を受けた者は、法第２４条第１項の規定により法第２２条第３項

に規定する基準適合認定建築物（以下この章において「基準適合認定建築物」という。）

の地震に対する安全性に係る事項に関して報告を求められたときは、基準適合認定建築

物状況報告書（様式第３０号）を市長に提出しなければならない。 

（基準適合認定の取消し） 

第３７条 法第２３条の規定による基準適合認定の取消しは、基準適合認定取消通知書（様

式第３１号）により行うものとする。 

（認定等の証明） 

第３８条 基準適合認定建築物であることの証明を受けようとする者は、基準適合認定建

築物証明願（様式第３２号）の正本及び副本を市長に提出しなければならない。 
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２ 市長は、前項の証明願が提出されたときは、証明を求められた内容が台帳の記載事項

と相違ないことを確認した上で、証明するものとする。 

第５章 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定 

  (事前協議) 

第３９条 法第２５条第１項の規定に基づく区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認

定の申請（以下「耐震改修必要性認定の申請」という。）を行おうとする者（以下この

章において「耐震改修必要性認定申請者」という。）は、当該申請に係る建築物の状況

等について、あらかじめ、市長に協議できるものとする。 

２ 前項の規定による協議は、耐震改修の必要性に係る認定事前協議書（様式第３３号）

に次に掲げる図書及び書類を添えて、これらを市長に提出して行うものとする。 

 (１) 添付図書等一覧表（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定）（様式第３

４号） 

 (２) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び各階

平面図 

 (３) 外観写真 

 (４) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、前項の規定によ

る協議に係る建築物に対して交付された全ての確認済証の写し及びそれに係る検査

済証の写し 

（耐震改修必要性認定の申請に係る添付書類） 

第４０条 耐震改修必要性認定の申請に係る添付書類として、規則第５条に規定する国土

交通大臣が定める基準に適合していないことを証する書類は、法第２５条第２項の認定

（以下この章において「要耐震改修認定」という。）を受けようとする区分所有建築物

に係る耐震診断の評価書の写しとする。 

２ 兵庫県が実施するひょうご住まいの耐震化促進事業（住宅耐震改修計画策定費補助）

の補助金の交付を受けて耐震診断を行い、耐震性がないことが明らかになった建築物（技

術指針事項に適合した耐震診断が行われたものに限る。）にあっては、当該補助金の交

付があったことを確認できる書類をもって前項の書類とすることができる。  

（耐震改修必要性認定の申請に係る図書及び書類） 

第４１条 要耐震改修認定を受けようとする者は、木造の建築物又は木造と木造以外の構

造とを併用する建築物にあっては省令別記第１７号様式による申請書の正本及び副本並

びに省令別記第６号様式による正本及び副本に、木造の構造部分を有しない建築物にあ

っては省令別記第１７号様式による申請書の正本及び副本に、それぞれ次に掲げる図書

及び書類を添えて、これらを市長に提出するものとする。 

(１) 添付図書等一覧表（区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定）（様式第３４

号） 

(２) 省令第３３条第１項第１号に規定する図書のうち、付近見取図、配置図及び各階平
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面図 

(３) 外観写真 

(４) 建築基準法第６条第１項又は同法第１８条第３項の規定により、当該建築物に対

して交付された全ての確認済証の写し及びそれに係る検査済証の写し 

(５) 建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第１８条第１項（同

法第６６条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により当該認定の申

請を決議した集会の議事録の写し（同法第１８条第２項の規定により規約で別段の

定めをした場合にあっては、当該規約の写し及びその定めにより当該認定の申請を

することを証する書類） 

(６) 前条第１項に規定する評価書の写し又は同条第２項に規定する書類 

(７) 耐震診断結果表（要耐震改修認定）（様式第３５号） 

(８) 耐震診断の実施者の資格が確認できる書類 

(９) 耐震診断の実施者が省令第５条第１項第１号に規定する登録資格者講習を修了し

たことを確認できる書類 

（耐震改修必要性認定の申請に係る追加説明） 

第４２条 市長は、前条の規定に基づき提出される図書及び書類によって、要耐震改修認

定を受けようとする区分所有建築物が法第２５条第２項の基準に適合していることを判

断できない場合にあっては、耐震改修必要性認定申請者に追加の説明を求めることがで

きる。 

（標準処理期間） 

第４３条 要耐震改修認定に係る審査の標準的な処理期間は、認定の申請を受理した日か

ら１４日以内の期間とする。ただし、前条の規定により追加の説明を求め、回答がある

までの日数は、当該処理期間に含まないものとする。 

（耐震改修必要性認定の申請の取下げ） 

第４４条 耐震改修必要性認定申請者は、要耐震改修認定を受ける前に当該認定の申請を

取り下げようとする場合は、耐震改修必要性認定申請取下げ届（様式第３６号）を市長

に提出するものとする。 

（要耐震改修認定をしない旨の通知） 

第４５条 市長は、要耐震改修認定をしないことを決定したときは、要耐震改修認定をし

ない旨の通知書（様式第３７号）により、耐震改修必要性認定申請者に通知するものと

する。 

（要耐震改修認定建築物に係る報告の徴収） 

第４６条 法第２５条第３項に規定する要耐震改修認定建築物（以下この章において「要

耐震改修認定建築物」という。）の区分所有者は、法第２７条第４項の規定により当該

要耐震改修認定建築物の地震に対する安全性に係る事項に関して報告を求められたとき

は、要耐震改修認定建築物状況報告書（様式第３８号）を市長に提出しなければならな
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い。 

（要耐震改修認定の取消し） 

第４７条 要耐震改修認定の取消しは、要耐震改修認定取消通知書（様式第３９号）によ

り行うものとする。 

（認定等の証明） 

第４８条 要耐震改修認定建築物であることの証明を受けようとする者は、要耐震改修認

定建築物証明願（様式第４０号）の正本及び副本を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の証明願が提出されたときは、証明を求められた内容が台帳の記載事項と

相違ないことを確認した上で、証明するものとする。 

 

第６章 雑則 

（認定基準） 

第４９条 特定行政庁から建築基準法第９条に規定する措置が命ぜられている建築物につ

いては、法第１７条第３項、第２２条第２項又は第２５条第２項の規定に基づく認定を

行わないものとする。 

 

附 則 

 （施行期日） 

第１条 この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

（耐震診断の結果を証する書類に関する経過措置） 

第２条 要緊急安全確認大規模建築物又は要安全確認計画記載建築物の耐震診断又は耐震

改修の計画の策定が規則の施行前に行われた場合は、耐震診断結果確認書（様式第６号）

をもって第４条第１項第１号の書類に代えることができる。 

２ 前項の規定に基づき耐震診断結果確認書を添えて耐震診断結果の報告を行う場合にお

いて、市長が当該報告の内容を審査する必要があると認めるときは、当該報告に係る建

築物の所有者に対し、構造計算書等の建築物の地震に対する安全性を確認できる書類の

提出を求めることができる。 

 


